
重度障がい児者住宅改造助成事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は、市町が重度身体障がい者および強度行動障がい児者（以下「重度身体障がい

者等」）の福祉の増進を図るため、当該身体障がい者等の居住する住宅の改造費を助成し

た場合は、当該市町が助成した経費に対し予算の範囲内において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、福井県補助金等交付規則（以下「規則」という。）お

よび健康福祉部障がい福祉課所管補助金交付要綱に定めるほかこの要綱の定めるところ

による。 

 

（対象者） 

第２条 この要綱において「対象者」とは次の各号に該当する者で、市町長が特に必要と定

めた者とする。 

（１） 福井県内に住所を有する者。 

（２） 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号の１級ま

たは２級に該当する身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者もしくは肢体不自

由者。 

（３） 強度行動障がい児者（者：行動関連項目等１０点以上、児：行動関連項目等２０

点以上）または市町において支援が必要と認める者（強度行動障がいと同程度の症

状を有する児者） 

２ 前項の規定にかかわらず、本事業以外で当該住宅の改造にかかる資金援助を受けてい

る者は、本事業の対象者としないものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に基づく日常生活用具給付等

事業費（住宅改修費に限る。）、介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく居宅介護

住宅改修費および介護予防住宅改修費による資金援助を除く。 

 

（事業の適用） 

第３条 本事業の適用については、当該住宅につき１回限りとする。ただし、対象者の障害

が著しく変化する等の理由により、新たに住宅の改造が必要であると認められる場合に

は、この限りではない。 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助金交付の対象となる経費は、対象者の日常生活を容易にすることを目的とし、

住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等を改造するための工事費に１０分の８を乗じて

得た額とする。ただし、限度額を８００，０００円とする。 

２ 日常生活用具給付等事業費（住宅改修費に限る。）または居宅介護住宅改修費および介



護予防住宅改修費の対象経費は、本事業の対象経費から除く。 

３ 対象者のうち、下肢機能障害、体幹機能障害、脳原性移動機能障害者が当該住宅の改造

を行う場合は、限度額を６００，０００円とする。 

４ 対象者のうち、上肢機能障害者が当該住宅の改造を行う際に、特殊便器を設置するため

に日常生活用具給付等事業の助成を受け、さらに本事業における住宅改造を行う場合は、

限度額を６００，０００円をとする。 

５ 対象者のうち、介護保険制度の要介護、要支援の認定を受けた者が当該住宅の改造を行

う場合は、限度額を６００，０００円とする。 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に２分の１を乗じて得た額とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 規則第４条第１項の規定による重度障がい児者住宅改造事業補助金交付申請書の

様式は別紙様式第１号のとおりとし、別表に定める日までに知事に提出するものとする。 

 

（事業完了実績報告） 

第７条 規則第１２条の規定による実績報告書の様式は別紙様式第２号のとおりとし、関

係書類を添えて、別表に定める日までに知事に提出するものとする。 

 

（補助金の精算交付） 

第８条 規則第１３条の規定により確定した補助金の額は、毎年４月３０日までに精算交

付するものとする。 

 

（備付書類） 

第９条 市町は、次に掲げる書類のうち、この事業の実施に必要なものを備え付けなければ

ならない。 

（１） 重度障がい児者住宅改造助成申請書 

（２） 重度障がい児者住宅改造助成台帳 

（３） その他必要な簿冊 

 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。 

 

附則 

この要綱は、昭和５３年４月１日から適用する。 



附則 

この要綱は、平成５年４月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、平成１２年４月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、平成１８年１０月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、平成３１年４月１日から適用する。 

  附則 

この要綱は、令和２年４月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、令和８年 4 月 1 日から適用する。 

 


